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〔
商
法
　
三
〇
四
〕
　
利
益
配
当
金
支
払
義
務
の
履
行
の
時
期

（
艦
製
縣
塑
蒙
求
事
件
）

122

〔
判
示
事
項
〕

一
、
配
当
金
支
払
債
務
は
期
限
の
定
の
な
い
債
務
で
あ
る
．

二
、
配
当
金
の
遅
延
賠
償
請
求
権
に
は
民
法
第
四
〇
四
条
が
適
用
さ
れ
る
。

〔
参
照
条
文
〕

　
民
法
第
四
〇
四
条
・
第
四
一
二
条
、
商
法
第
二
八
一
条
第
一
項
四
号
・

第
二
八
三
条
第
一
項

　
会
社
の
配
当
す
る
利
益
又
は
利
息
の
支
払
い
に
関
す
る
法
律
第
一
項

〔
事
　
実
〕

　
原
告
X
は
、
被
告
Y
会
社
の
株
式
九
、
〇
一
二
株
を
所
有
す
る
株
主
で

あ
っ
て
、
被
告
Y
会
社
の
専
務
取
締
役
の
地
位
に
あ
り
、
被
告
Y
会
社
よ

り
役
員
専
用
車
の
提
供
を
受
け
て
い
た
．
被
告
Y
会
社
の
株
主
総
会
（
掲

載
誌
で
は
、
年
月
日
は
明
か
で
は
な
い
）
に
お
い
て
は
、
昭
和
五
四
年
度
の
配

当
金
を
一
株
当
り
一
五
〇
円
と
し
，
原
告
X
は
．
一
三
五
万
一
、
八
O
O

円
の
配
当
金
請
求
権
を
持
つ
こ
と
と
な
っ
た
が
、
原
告
の
主
張
に
よ
る
と
、

原
告
X
以
外
の
株
主
に
対
す
る
配
当
金
の
支
払
は
、
昭
和
五
五
年
八
月
二

九
日
に
な
さ
れ
た
も
の
の
、
原
告
X
に
対
す
る
配
当
金
の
支
払
は
な
さ
れ

な
か
っ
た
。

　
そ
こ
で
原
告
X
は
、
被
告
Y
会
社
に
対
し
て
、
配
当
金
額
二
二
五
万
一
、

八
○
○
円
か
ら
被
告
会
社
が
源
泉
徴
収
義
務
を
負
う
二
七
万
六
三
〇
円
の

所
得
税
を
差
引
い
た
一
〇
八
万
一
、
四
四
〇
円
と
こ
れ
に
対
す
る
、
他
の

株
主
に
対
し
て
配
当
金
の
支
払
が
な
さ
れ
た
昭
和
五
五
年
五
月
六
日
の
翌

日
以
降
完
済
ま
で
の
年
六
分
の
損
害
金
の
支
払
を
求
め
る
訴
を
提
起
し
た
。

　
他
方
．
原
告
X
は
、
昭
和
五
四
年
一
二
月
一
目
を
も
っ
て
専
務
た
る
地

位
を
解
か
れ
て
非
常
勤
取
締
役
と
な
っ
た
も
の
の
、
昭
和
五
五
年
九
月
一

目
ま
で
、
依
然
と
し
て
役
員
専
用
車
を
用
い
た
。
こ
の
間
、
昭
和
五
五
年

四
月
末
日
に
、
被
告
Y
会
社
の
取
締
役
を
退
任
し
た
も
の
と
さ
れ
、
そ
の

頃
専
用
車
の
返
還
を
請
求
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
当
時
、
役
員
専
用
車
の

使
用
貸
借
の
期
間
は
終
了
し
て
い
た
．

　
そ
こ
で
、
被
告
Y
会
社
は
、
昭
和
五
七
年
六
月
二
二
日
の
第
一
五
回
口

頭
弁
論
期
日
に
お
い
て
、
原
告
X
に
よ
る
役
員
専
用
車
の
返
還
義
務
の
解
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怠
に
よ
っ
て
．
当
該
車
両
を
使
用
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
原
因
な

く
し
て
原
告
X
が
費
消
し
た
ガ
ソ
リ
ソ
代
を
支
払
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

六
一
万
五
〇
二
円
の
損
害
を
被
っ
た
と
し
て
、
原
告
X
に
対
す
る
損
害
賠

償
債
権
を
自
働
債
権
と
し
、
原
告
X
の
本
訴
請
求
債
権
を
受
働
債
権
と
し

て
、
そ
の
対
等
額
を
も
っ
て
相
殺
す
る
旨
の
意
思
表
示
を
な
し
た
．

　
な
お
、
本
訴
に
お
い
て
、
原
告
は
、
本
訴
以
前
に
配
当
金
の
支
払
の
請

求
を
な
し
た
こ
と
を
主
張
し
て
お
ら
ず
、
被
告
Y
会
社
は
、
原
告
X
以
外

の
株
主
に
対
し
て
配
当
金
の
支
払
を
し
た
の
は
、
X
が
主
張
す
る
昭
和
五

五
年
五
月
六
日
で
は
な
く
て
、
昭
和
五
五
年
八
月
二
九
日
で
あ
る
と
主
張

し
た
。

〔
判
　
旨
〕

　
一
部
認
容

　
被
告
会
社
と
原
告
と
の
間
の
役
員
専
用
車
の
前
記
使
用
貸
借
契
約
は
昭

和
五
五
年
四
月
末
目
に
は
終
了
し
た
も
の
と
推
認
さ
れ
、
従
っ
て
原
告
は
、

そ
の
翌
日
た
る
昭
和
五
五
年
五
月
一
目
以
降
は
、
右
車
両
を
返
還
す
べ
き

義
務
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
、
原
告
が
そ
の
後
も
同
年
九

月
一
目
ま
で
、
そ
の
返
還
を
せ
ず
に
使
用
し
て
い
た
…
か
ら
、
原
告

は
…
被
告
会
社
に
お
い
て
同
車
両
を
使
用
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
被
っ
た
損
害
を
賠
償
す
べ
ぎ
義
務
が
あ
る
…
。

　
右
期
間
中
に
お
け
る
…
被
告
会
社
の
損
害
額
は
、
二
二
万
六
、
O

O
O
円
（
で
あ
り
）
、
…
被
告
の
主
張
す
る
反
対
債
権
は
、
右
認
定

の
損
害
賠
償
債
権
で
あ
る
二
二
万
六
、
O
O
O
円
の
限
度
に
お
い
て
の
み

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
、
被
告
が
右
債
権
を
自
働
債
権
と
し
、
原

告
の
本
件
請
求
債
権
を
受
働
債
権
と
し
て
、
…
口
頭
弁
論
期
日
に
お

い
て
相
殺
す
る
旨
の
意
思
表
示
を
し
た
こ
と
に
は
当
事
者
間
に
争
い
が
な

い
か
ら
、
原
告
の
本
件
請
求
債
権
は
、
そ
の
限
度
に
お
い
て
相
殺
に
よ
り

消
滅
し
、
被
告
は
原
告
に
対
し
て
な
お
八
五
万
五
、
四
〇
〇
円
の
支
払
義

務
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
株
主
の
会
社
に
対
す
る
具
体
的
配
当
請
求
権
は
、
株
主
総

会
に
お
け
る
利
益
処
分
案
に
つ
い
て
承
認
決
議
が
成
立
し
た
と
き
に
発
生

し
、
同
請
求
権
は
、
そ
の
決
議
に
お
い
て
期
限
が
付
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、

期
限
の
定
の
な
い
も
の
と
し
て
、
株
主
か
ら
履
行
の
請
求
を
受
け
た
時
か

ら
会
社
は
遅
滞
の
責
を
負
う
こ
と
に
な
る
（
民
法
四
一
二
条
三
項
）
と
こ
ろ
、

原
告
が
そ
の
主
張
す
る
頃
に
被
告
会
社
に
対
し
て
本
件
配
当
金
の
支
払
請

求
を
し
た
こ
と
の
立
証
は
な
い
か
ら
、
被
告
の
自
認
す
る
昭
和
五
五
年
八

月
二
九
目
の
翌
日
た
る
同
月
三
〇
日
以
降
、
被
告
は
履
行
遅
滞
の
責
を
負

う
こ
と
に
な
り
、
原
告
の
付
帯
請
求
の
う
ち
、
昭
和
五
五
年
五
月
七
目
か

ら
同
年
八
月
二
九
日
ま
で
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
理
由
が
な
い
と
い
わ
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
株
主
の
配
当
請
求
権
は
、
商
行
為
に
よ
っ
て
生

じ
た
債
権
で
は
な
い
か
ら
、
民
法
所
定
の
年
五
分
の
割
合
に
よ
る
べ
き
で

あ
っ
て
、
原
告
主
張
の
年
六
分
の
割
合
に
よ
る
請
求
は
、
理
由
が
な
い
も

の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〔
研
　
究
〕

　
判
旨
が
遅
延
賠
償
金
の
起
算
日
を
昭
和
五
五
年
八
月
三
〇
目
と
し
た
点

に
つ
い
て
は
、
疑
問
が
あ
る
。

一
、
配
当
金
支
払
債
務
の
履
行
の
時
期
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配
当
金
支
払
債
務
の
履
行
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
上
場
会
社
と
非
上
場

会
社
に
分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　
上
場
会
社
に
お
い
て
は
、
配
当
金
の
支
払
債
務
が
持
参
債
務
と
さ
れ
て

い
る
た
め
に
（
民
法
第
四
八
四
条
、
会
社
の
配
当
す
る
利
益
ま
た
は
利
息
の
支
払

に
関
す
る
法
律
）
、
定
時
総
会
に
お
い
て
配
当
金
の
支
払
を
内
容
と
す
る
利

益
処
分
案
承
認
決
議
（
以
下
、
配
当
金
支
払
決
議
と
称
す
る
．
商
法
第
二
八
三
条

一
項
、
二
八
一
条
一
項
四
号
）
が
成
立
す
る
と
、
当
日
中
ま
た
は
遅
く
と
も

翌
目
中
に
、
名
義
書
換
代
理
人
（
商
法
第
二
〇
六
条
二
項
）
で
あ
る
信
託
銀

行
等
が
、
銀
行
の
窓
口
に
お
け
る
支
払
目
を
、
配
当
金
支
払
決
議
の
日
の

翌
日
か
ら
約
二
月
問
と
し
、
そ
の
後
は
名
義
書
換
代
理
人
の
本
支
店
に
お

い
て
支
払
う
旨
を
記
載
し
た
、
配
当
金
領
収
証
を
株
主
に
送
付
す
る
か
、

配
当
金
支
払
決
議
の
目
の
翌
日
に
、
株
主
が
予
め
指
定
し
た
銀
行
預
金
口

座
に
送
金
払
込
を
す
る
の
が
、
確
た
る
慣
行
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
上
場
会
社
に
お
い
て
は
、
定
款
に
よ
っ
て
配
当
金
支
払
の
期

限
を
定
め
た
も
の
は
見
あ
た
ら
ず
、
ま
た
配
当
金
支
払
決
議
の
際
に
、
明

示
的
に
支
払
期
限
を
定
め
た
例
も
見
あ
た
ら
な
い
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、

す
べ
て
の
上
場
会
社
に
共
通
の
慣
行
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　
非
上
場
会
社
に
お
い
て
は
、
配
当
金
支
払
の
実
務
は
ま
っ
た
く
ま
ち
ま

ち
で
あ
っ
て
、
一
概
に
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
一
般
論
と
し
て
述

べ
れ
ば
、
定
款
に
配
当
金
支
払
の
期
限
を
定
め
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
配
当

金
支
払
決
議
に
当
た
っ
て
明
示
的
に
支
払
期
限
を
定
め
て
お
ら
ず
、
配
当

金
は
、
上
場
会
社
の
よ
う
に
銀
行
払
の
配
当
金
領
収
証
を
送
付
す
る
も
の

は
少
な
く
、
株
主
が
指
定
し
た
銀
行
預
金
口
座
に
振
込
送
金
す
る
か
、
現

金
書
留
郵
便
に
よ
っ
て
送
付
す
る
の
が
、
普
通
で
あ
る
。

　
配
当
金
支
払
債
務
の
期
限
に
つ
い
て
、
学
説
は
、
「
（
会
社
の
配
当
金
支
払
）

債
務
の
履
行
期
が
い
つ
か
に
つ
い
て
は
、
商
法
に
も
本
法
（
会
社
の
配
当
す

る
利
益
又
は
利
息
の
支
払
に
関
す
る
法
律
）
に
も
規
定
が
な
い
。
定
款
ま
た
は

株
主
総
会
の
決
議
で
特
別
の
定
を
し
な
い
か
ぎ
り
、
社
会
通
念
に
よ
っ
て

決
め
る
ほ
か
な
く
、
配
当
金
の
支
払
も
集
団
的
な
事
誘
処
理
で
あ
る
か
ら

通
常
こ
れ
に
必
要
な
合
理
的
期
間
が
経
過
し
た
時
に
配
当
金
が
株
主
の
も

と
に
到
達
し
な
け
れ
ば
、
会
社
は
遅
滞
の
責
を
負
う
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ

う
．
」
と
し
（
龍
田
節
・
新
版
注
釈
会
社
法
（
9
）
五
一
頁
）
、
実
務
書
も
、
「
定
款

ま
た
は
株
主
総
会
の
決
議
に
お
い
て
特
別
の
定
が
な
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、

社
会
通
念
に
よ
っ
て
決
め
る
ほ
か
は
な
い
。
」
と
し
た
り
（
実
務
相
談
株
式
会

社
法
〔
下
巻
〕
三
〇
一
頁
）
、
「
配
当
金
は
株
式
配
当
の
決
議
を
し
な
い
か
ぎ
り

定
時
総
会
に
お
け
る
配
当
決
議
の
成
立
と
同
時
に
金
銭
債
務
と
し
て
発
生

し
、
特
に
支
払
時
期
の
特
約
を
し
た
債
権
で
は
な
い
か
ら
、
債
務
者
た
る

会
社
は
、
決
議
後
遅
滞
な
く
支
払
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
」
と
す
る

（
会
社
法
実
務
全
書
4
決
算
・
配
当
二
二
三
頁
）
。

　
昭
和
二
〇
年
以
前
に
お
い
て
は
、
上
場
会
社
の
配
当
金
の
支
払
は
、
そ

れ
が
多
数
の
株
主
を
相
手
に
集
団
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
慣
行
上
そ

の
支
払
を
開
始
す
る
目
を
定
め
、
株
主
の
請
求
を
ま
っ
て
、
支
払
が
行
わ

れ
て
お
り
、
会
社
の
定
款
に
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
株
主
の
請
求
に
よ

り
支
払
を
行
う
旨
が
規
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
（
田
中
誠
二
．
全
訂
会
社
法

詳
論
下
巻
八
五
〇
頁
、
会
社
法
実
務
全
書
四
・
決
算
・
配
当
二
二
四
頁
）
。

　
従
来
の
実
務
は
、
配
当
の
支
払
を
受
け
る
の
に
伴
う
郵
便
料
金
等
の
費
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用
を
著
し
く
増
加
さ
せ
、
こ
れ
は
小
株
主
に
と
っ
て
、
少
な
か
ら
ぬ
負
担

と
な
り
、
し
か
も
財
閥
の
解
体
に
伴
う
株
式
の
民
主
化
に
伴
っ
て
、
証
券

の
保
有
が
大
衆
の
間
に
分
散
し
て
小
株
主
が
増
加
す
る
こ
と
を
阻
害
す
る

も
の
と
な
っ
た
た
め
、
昭
和
二
三
年
に
至
り
、
「
会
社
の
配
当
す
る
利
益

又
は
利
息
の
支
払
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
四
年
法
六
四
号
）
が
制
定
さ
れ

（
田
中
誠
二
・
前
掲
書
八
五
一
頁
）
、
配
当
金
は
株
主
の
住
所
ま
た
は
届
出
場

所
に
お
い
て
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
支
払
の
た
め
の
費
用
は
、

原
則
と
し
て
、
会
社
が
負
担
す
る
も
の
と
し
、
配
当
金
の
支
払
債
務
は
民

法
の
原
則
の
よ
う
に
持
参
債
務
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
履
行
の
た
め
の
費
用
は
、
債
務
者
た
る
会
社
が
負
担
す
る
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
。
こ
の
規
定
は
、
そ
の
立
法
主
旨
か
ら
い
っ
て
、
民
法
第
四

八
四
条
が
任
意
規
定
で
あ
る
の
と
違
っ
て
強
行
規
定
で
あ
り
、
定
款
に
よ

っ
て
こ
れ
と
異
な
る
定
を
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
．

　
か
く
し
て
、
配
当
金
の
支
払
は
、
株
主
の
住
所
地
で
、
現
金
を
も
っ
て

支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
会
社
か
ら
株
主
の
住
所
に
宛
て
て
現

金
を
送
金
す
る
こ
と
は
、
費
用
が
莫
大
で
あ
る
上
に
、
手
数
が
か
か
る
こ

と
、
お
よ
び
送
金
中
の
事
故
の
危
険
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
実
行
は
極

め
て
困
難
で
あ
る
．

　
そ
こ
で
、
上
場
会
社
の
実
務
上
は
、
現
金
持
参
債
務
の
法
の
精
神
を
生

か
し
、
現
在
の
金
融
制
度
を
利
用
し
て
、
一
覧
払
式
配
当
金
領
収
証
の
送

付
に
よ
る
方
法
や
銀
行
・
郵
便
局
に
払
込
を
す
る
方
法
が
採
用
さ
れ
て
い

る
が
、
一
般
の
非
上
場
会
社
に
お
い
て
は
、
配
当
金
支
払
決
議
後
相
当
な

時
期
に
、
株
主
に
相
当
な
方
法
で
現
金
を
送
付
し
て
お
り
、
支
払
の
時
期

お
よ
び
方
法
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
会
社
に
よ
っ
て
、
異
な
る
．

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
上
場
会
社
に
お
い
て
は
、
従
来
か
ら
、
配
当
金
領

収
証
に
は
、
銀
行
に
お
い
て
配
当
金
の
支
払
を
な
す
べ
き
日
の
初
日
と
末

目
が
記
載
さ
れ
、
そ
の
初
日
は
、
配
当
金
支
払
決
議
の
日
の
翌
日
と
さ
れ

て
い
る
。

　
商
法
研
究
会
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
実
務
慣
行
は
、
単
に
配
当
金

領
収
証
に
記
載
さ
れ
た
支
払
の
末
日
を
配
当
金
支
払
債
務
の
期
限
と
し
て

い
る
に
過
ぎ
な
い
と
の
指
摘
が
あ
っ
た
．
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
指
摘
は
、

民
法
理
論
に
拘
泥
し
、
株
式
会
社
法
の
技
術
性
を
忘
れ
た
も
の
で
あ
る
．

株
式
会
社
の
特
色
で
あ
る
、
「
集
団
的
処
理
」
の
要
請
（
鈴
木
H
竹
内
・
会
社

法
〔
新
版
〕
三
三
頁
）
よ
り
生
じ
る
会
社
法
の
技
術
性
か
ら
す
る
と
、
配
当
金

の
支
払
に
必
要
な
資
金
を
会
社
が
取
引
銀
行
に
入
れ
て
あ
る
か
ぎ
り
、
配

当
金
領
収
証
が
株
主
に
到
達
す
る
こ
と
に
よ
り
、
債
務
の
本
旨
に
従
っ
た

弁
済
の
提
供
が
な
さ
れ
た
も
の
と
理
解
し
て
差
し
支
え
な
く
（
結
果
同
旨
、

龍
田
・
前
掲
書
五
一
頁
）
、
か
く
し
て
前
記
実
務
慣
行
は
、
配
当
金
領
収
証

に
記
載
さ
れ
た
、
支
払
を
な
す
べ
き
日
の
初
日
を
配
当
金
支
払
債
務
の
期

限
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
実
務
上
存
在
す
る
確
た
る
慣
行
に
ど
の

よ
う
に
し
て
法
的
裏
付
け
を
与
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
株
主
は

一
般
的
に
、
上
場
会
社
の
配
当
金
の
支
払
は
、
支
払
決
議
の
翌
日
よ
り
開

始
さ
れ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
て
、
定
時
総
会
の
決
議
に
参
加
し
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
、
配
当
金
支
払
の
決
議
は
、
配
当
金
支
払
決
議
の
翌
日
か
ら

支
払
う
べ
き
こ
と
を
黙
示
し
て
な
さ
れ
て
い
る
と
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
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て
の
み
、
確
た
る
実
務
上
の
慣
行
に
法
的
裏
付
け
を
与
え
る
こ
と
が
で
き

る
。　

ま
た
、
こ
の
よ
う
に
黙
示
的
な
内
容
の
決
議
と
理
論
構
成
す
る
こ
と
は
。

取
締
役
の
退
職
慰
労
金
の
決
定
の
取
締
役
会
に
対
す
る
一
任
決
議
の
効
力

の
問
題
に
関
し
て
．
会
社
に
お
け
る
取
締
役
の
退
職
慰
労
金
の
算
定
の
基

準
が
、
慣
行
ま
た
は
内
規
に
よ
っ
て
一
定
し
て
お
り
、
し
か
も
、
株
主
が

こ
れ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
ぎ
に
、
「
退
職
慰
労
金
の
額
の
決
定
を
取

締
役
会
に
一
任
す
る
」
旨
の
、
形
式
上
は
無
条
件
一
任
の
決
議
が
な
さ
れ

た
場
合
に
も
、
実
質
的
に
は
一
定
の
基
準
を
黙
示
的
に
定
め
た
決
議
と
み

て
、
そ
の
効
力
を
認
め
て
い
る
学
説
お
よ
び
判
例
（
北
沢
正
啓
・
会
社
法
〔
新

版
〕
三
三
八
頁
、
大
隅
”
今
井
・
新
版
会
社
法
論
中
巻
、
一
五
一
頁
、
最
判
昭
和
三

九
年
一
二
月
一
一
日
・
民
集
一
八
巻
一
〇
号
二
一
四
三
頁
、
同
昭
和
四
四
年
一
〇
月

二
八
日
・
判
時
五
七
七
号
九
二
頁
、
同
四
八
年
二
月
二
六
日
・
判
時
七
二
二
号
九

四
頁
）
か
ら
も
肯
定
で
き
る
。

　
上
場
会
社
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
，
配
当
金
支
払

債
務
は
、
配
当
金
支
払
決
議
の
日
の
翌
日
以
降
の
日
を
支
払
日
と
定
め
る

確
定
期
限
付
債
務
（
民
法
第
四
一
二
条
一
項
）
と
い
う
べ
き
で
あ
る
．
』

　
前
記
学
説
も
ま
た
実
務
書
も
、
上
場
会
社
の
配
当
金
支
払
の
実
務
に
即

し
て
述
べ
た
も
の
で
は
な
く
、
上
場
会
社
の
配
当
金
支
払
の
実
務
に
即
し

て
明
確
に
述
べ
た
も
の
は
見
あ
た
ら
な
い
。

　
本
件
に
お
い
て
は
、
被
告
Y
会
社
の
規
模
は
明
か
で
は
な
い
が
、
配
当

金
領
収
証
を
用
い
て
配
当
金
の
支
払
を
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
し
て
、
上

場
会
社
で
は
な
く
、
し
か
も
、
規
模
も
小
さ
な
会
社
で
は
な
い
か
と
推
測

さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
小
規
模
の
非
上
場
会
社
の
配
当
金
支
払
の
実
際
は
、

個
別
的
に
判
断
す
る
他
は
な
い
。

　
Y
会
社
の
定
款
お
よ
び
配
当
金
支
払
決
議
に
お
い
て
、
配
当
金
支
払
の

期
限
が
明
示
的
に
定
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
し
か

し
．
判
決
に
お
い
て
は
．
配
当
金
支
払
決
議
の
日
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

な
い
が
、
配
当
金
支
払
の
対
象
で
あ
る
営
業
年
度
が
昭
和
五
四
年
三
月
一

日
か
ら
昭
和
五
五
年
二
月
二
九
日
迄
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
Y
会
社
が
小

規
模
会
社
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
定
時
総
会
は
、
昭
和
五
五
年
四
月
末

日
に
開
催
さ
れ
て
、
配
当
金
決
議
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
（
法
人
税

法
第
七
四
条
一
項
本
文
参
照
”
法
人
税
の
確
定
申
告
の
期
日
は
、
事
業
年
度
終
了
の

日
の
翌
日
か
ら
二
月
以
内
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
定
め
る
。
）
。
こ
の
こ
と
は
、

Y
会
社
が
、
原
告
X
が
昭
和
五
五
年
四
月
末
目
を
も
っ
て
、
Y
会
社
を
退

任
し
た
こ
と
と
さ
れ
て
、
役
員
専
用
車
の
返
還
を
求
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら

も
推
定
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
Y
会
社
は
、
昭
和
五
五
年
四
月
末
日
頃
に
配
当
金
支
払

の
決
議
を
し
て
い
る
の
に
か
か
わ
ら
ず
、
X
以
外
の
株
主
に
配
当
金
を
支

払
っ
た
の
は
同
年
八
月
一
九
目
で
あ
る
が
、
何
故
そ
の
目
に
支
払
っ
た
の

か
に
つ
い
て
は
、
判
決
は
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
Y
会
社
の
従

来
の
配
当
金
支
払
の
慣
行
も
明
か
で
は
な
い
。

　
か
か
る
事
実
関
係
の
下
に
お
い
て
は
、
配
当
金
支
払
債
務
は
、
期
限
の

定
が
な
い
債
務
と
い
う
べ
く
、
そ
の
旨
の
判
旨
は
、
正
当
で
あ
る
と
い
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
期
限
の
定
が
な
い
債
務
は
、
そ
の
発
生
と
と
も
に
履
行
期
が
到
来
し
て
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い
る
の
で
、
債
権
者
は
い
つ
で
も
催
告
を
な
し
得
る
の
で
あ
り
、
そ
の
時

よ
り
遅
滞
の
責
任
が
発
生
す
る
（
高
木
多
喜
男
．
注
釈
民
法
．
債
権
法
四
四
頁
、

同
旨
・
奥
田
昌
道
・
債
権
総
論
下
五
一
九
頁
）
の
で
あ
る
か
ら
、
株
主
の
配
当

金
支
払
請
求
権
は
、
配
当
金
支
払
決
議
の
時
に
具
体
的
請
求
権
と
な
り
、

そ
の
支
払
日
は
同
日
と
な
り
、
Y
会
社
は
、
X
か
ら
支
払
の
請
求
を
受
け

た
時
か
ら
遅
滞
の
責
に
任
ず
る
こ
と
に
な
る
（
民
法
第
四
一
二
条
三
項
）
。

　
判
旨
は
、
原
告
X
が
そ
の
主
張
す
る
頃
に
被
告
Y
会
社
に
対
し
て
本
件

配
当
金
の
支
払
請
求
を
し
た
こ
と
の
立
証
は
な
い
か
ら
、
被
告
の
自
認
す

る
昭
和
五
五
年
八
月
二
九
日
の
翌
日
た
る
同
月
三
〇
日
以
降
、
被
告
は
履

行
遅
滞
の
責
を
負
う
こ
と
に
な
る
、
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
正
当
で

は
な
い
。

　
本
訴
に
お
い
て
、
原
告
X
は
．
本
訴
以
前
に
被
告
Y
会
社
に
対
し
て
配

当
金
の
支
払
を
請
求
し
た
こ
と
を
主
張
し
て
お
ら
ず
、
被
告
Y
会
社
の
自

認
に
よ
っ
て
、
裁
判
所
が
認
定
し
た
事
実
は
、
昭
和
五
五
年
八
月
九
日
に

被
告
Y
会
社
が
原
告
X
以
外
の
株
主
に
配
当
金
を
支
払
っ
た
こ
と
で
あ
っ

て
、
原
告
X
が
被
告
Y
会
社
に
対
し
て
配
当
金
の
支
払
を
請
求
し
た
こ
と

で
は
な
い
。
判
旨
の
事
実
関
係
か
ら
は
、
原
告
X
の
配
当
金
支
払
の
意
思

表
示
が
Y
会
社
に
到
達
す
る
こ
と
に
よ
り
、
X
の
請
求
が
な
さ
れ
た
の
は
、

本
件
訴
状
が
被
告
Y
会
社
に
送
達
さ
れ
た
日
で
あ
る
．
従
っ
て
、
配
当
金

に
対
す
る
遅
延
賠
償
金
の
起
算
日
は
昭
和
五
五
年
八
月
三
〇
目
で
は
な
く

て
本
件
訴
状
の
到
達
の
日
の
翌
目
で
あ
る
か
ら
、
同
年
八
月
三
〇
日
以
降

の
遅
延
損
害
金
の
請
求
を
認
容
し
た
判
旨
は
正
当
で
は
な
い
。

　
判
旨
の
よ
う
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
期
限
の
定
の
な
い
債
務
と
し
て

発
生
し
た
配
当
金
支
払
債
務
が
、
原
告
X
以
外
の
株
主
に
対
し
て
配
当
金

の
支
払
を
し
た
こ
と
に
ょ
り
、
そ
の
支
払
の
目
で
あ
る
昭
和
五
五
年
八
月

二
九
日
を
支
払
の
期
目
と
す
る
確
定
期
限
付
債
務
に
変
更
さ
れ
た
と
す
る

か
、
原
告
X
以
外
の
株
主
の
請
求
に
よ
り
当
然
に
X
が
支
払
請
求
を
し
た

こ
と
に
な
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。

二
、
判
旨
が
、
株
主
の
配
当
請
求
権
は
、
商
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
債
権

で
は
な
い
か
ら
、
民
法
所
定
の
年
五
分
の
割
合
に
よ
る
、
と
し
た
点
に
っ

い
て

　
商
法
第
五
一
四
条
に
い
う
商
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
債
務
は
、
商
行
為

か
ら
本
来
的
に
生
じ
た
債
務
に
か
ぎ
ら
ず
、
こ
れ
の
変
形
し
た
も
の
、
ま

た
は
、
こ
れ
と
同
一
性
を
有
す
る
も
の
を
含
む
と
解
す
る
の
が
通
説
で
あ

り
、
商
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
債
務
の
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
義
務
な

ど
も
、
商
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
債
務
と
同
一
の
も
の
で
あ
っ
て
、
単
に

給
付
の
内
容
が
変
化
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
、
商
法
第
五
一
四
条
が
適

用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
も
そ
も
、
利
益
配
当
請
求
権
は
、
商
行
為

に
よ
っ
て
生
じ
た
債
権
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
商
法
第
五
一
四
条
の
適

用
は
な
く
、
民
法
第
四
〇
四
条
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
、
定
説
で
あ
っ
て

（
鈴
木
“
竹
内
、
前
掲
書
三
四
八
頁
、
田
中
誠
二
、
前
掲
書
八
五
〇
頁
、
北
沢
、
会

社
法
〔
新
版
〕
五
四
四
頁
，
な
ど
）
、
判
旨
が
、
株
主
の
配
当
請
求
権
は
、
商

行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
債
権
で
は
な
い
か
ら
、
民
法
所
定
の
年
五
分
の
割

合
に
よ
る
、
と
し
た
の
は
正
当
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
並
木
　
和
夫
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